
１．現在の亀山市子ども・子育て支援事業計画（現計画）             

（１）計画の期間           

平成２７年度から平成３１年度 （５年計画） 

※平成２９年度に量の見込みの状況等を勘案し、一部見直し  

 

（２）計画の性格・位置づけ          

▽子ども・子育て支援法第６１条第１項に基づく市町村子ども・子育て支援事業計画   

▽次世代育成支援行動計画を兼ねる  

 

（３）計画の策定方法           

①アンケート調査による市民の意見の把握・分析 

②子育ち応援プラン後期計画の実施状況の評価・・・実施状況調査、関係室ヒヤリング など  

③子ども・子育て会議での審議（子ども・子育て支援法第77条第 1 項に基づき設置 ） 

 

（４）計画の概要           

 

 

 

 

 

  

資料３ 

 

 

第2 期亀山市子ども・子育て支援事業計画の策定について 



２．第２期亀山市子ども・子育て支援事業計画の策定             

（１）計画の位置付け           

【法的根拠】 

子ども・子育て支援法第６１条第１項の規定に基づく計画 

【他の計画との関係】 

・第２次亀山市総合計画を上位計画とする 

・次の計画の内容を合わせ持つ計画として策定 

○次世代育成支援行動計画（次世代育成推進法第８条） 

◎自立促進計画（母子及び父子並びに寡婦福祉法第１２条） 

 

（２）計画への記載内容           

【子ども・子育て支援法に定められている項目】 

第６１条 市町村は、基本指針に即して、五年を一期とする教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関す

る計画(以下「市町村子ども・子育て支援事業計画」という。)を定めるものとする。 

第2項・・・記載しなければならない内容 

一 教育・保育提供区域における各年度の特定教育・保育施設

等の量の見込み・確保の内容・実施時期 

二 教育・保育提供区域における各年度の地域子ども・子育て

支援事業の量の見込み・確保の内容・実施時期 

三 子ども・子育て支援給付に係る教育・保育の一体的提供及

び当該教育・保育の推進に関する体制の確保の内容 

第３項・・・任意記載の内容 

一 産・育休後における特定教育・保育施設等の円滑な利用の

確保に関する事項 

二 要保護児の養育環境の整備、障がい児の保護等に関する都

道府県の施策との連携に関する事項 

三 労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにす

るために必要な雇用環境の整備に関する施策との連携に関す

る事項 

 

 

 

 

【基本指針の概要】 

 



 

（３）策定スケジュール            

【スケジュール】 

平成３０年度 市民アンケート、団体ヒアリングの実施など、市民意向の把握 

  基礎分析作業（内部環境・外部環境）  など 

〔子ども・子育て会議・・・４回〕 

平成３１年度 施策立案作業、パブリックコメントの実施  など 

〔子ども・子育て会議・・・４回〕 

     

 
 

国の指針提示 ●

設問の検討

アンケート実施

アンケート分析

庁内検証作業

団体ヒアリング

外部環境分析

内部環境分析

骨子検討

中間案検討

個別施策検討

公表・意見募集

意見集約等

● ● ● ● ● ● ● ●

１月 ２月 ３月８月 ９月 １０月 １１月 １２月３月 ４月 ５月 ６月 ７月

子ども・子育て会議

基礎分析作業

施策立案作業

パブリックコメント

平成３０年度 平成３１年度

市民アンケート

現計画の検証

関係団体ヒアリング

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月



 

子ども・子育て支援法（抜粋） 

 

(市町村子ども・子育て支援事業計画) 

第６１条 市町村は、基本指針に即して、五年を一期とする教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提供

体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画(以下「市町村子ども・子育て支援事業計画」

という。)を定めるものとする。 

２ 市町村子ども・子育て支援事業計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 市町村が、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、教育・保育を提供するための施設の整備の

状況その他の条件を総合的に勘案して定める区域(以下「教育・保育提供区域」という。)ごとの当該教育・

保育提供区域における各年度の特定教育・保育施設に係る必要利用定員総数(第１９条第１項各号に掲げる小

学校就学前子どもの区分ごとの必要利用定員総数とする。)、特定地域型保育事業所(事業所内保育事業所に

おける労働者等の監護する小学校就学前子どもに係る部分を除く。)に係る必要利用定員総数(同項第三号に

掲げる小学校就学前子どもに係るものに限る。)その他の教育・保育の量の見込み並びに実施しようとする教

育・保育の提供体制の確保の内容及びその実施時期 

二 教育・保育提供区域ごとの当該教育・保育提供区域における各年度の地域子ども・子育て支援事業の量の

見込み並びに実施しようとする地域子ども・子育て支援事業の提供体制の確保の内容及びその実施時期 

三 子ども・子育て支援給付に係る教育・保育の一体的提供及び当該教育・保育の推進に関する体制の確保の

内容 

３ 市町村子ども・子育て支援事業計画においては、前項各号に規定するもののほか、次に掲げる事項について

定めるよう努めるものとする。 

一 産後の休業及び育児休業後における特定教育・保育施設等の円滑な利用の確保に関する事項 

二 保護を要する子どもの養育環境の整備、児童福祉法第四条第二項に規定する障害児に対して行われる保護

並びに日常生活上の指導及び知識技能の付与その他の子どもに関する専門的な知識及び技術を要する支援

に関する都道府県が行う施策との連携に関する事項 

三 労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な雇用環境の整備に関する施策と

の連携に関する事項 

４ 市町村子ども・子育て支援事業計画は、教育・保育提供区域における子どもの数、子どもの保護者の特定教

育・保育施設等及び地域子ども・子育て支援事業の利用に関する意向その他の事情を勘案して作成されなけれ

ばならない。 

５ 市町村は、教育・保育提供区域における子ども及びその保護者の置かれている環境その他の事情を正確に把

握した上で、これらの事情を勘案して、市町村子ども・子育て支援事業計画を作成するよう努めるものとする。 

６ 市町村子ども・子育て支援事業計画は、社会福祉法第百七条第一項に規定する市町村地域福祉計画、教育基

本法第１７条第２項の規定により市町村が定める教育の振興のための施策に関する基本的な計画(次条第４項

において「教育振興基本計画」という。)その他の法律の規定による計画であって子どもの福祉又は教育に関す

る事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。 

７ 市町村は、市町村子ども・子育て支援事業計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、第７７

条第１項の審議会その他の合議制の機関を設置している場合にあってはその意見を、その他の場合にあっては

子どもの保護者その他子ども・子育て支援に係る当事者の意見を聴かなければならない。 

８ 市町村は、市町村子ども・子育て支援事業計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、インタ

ーネットの利用その他の内閣府令で定める方法により広く住民の意見を求めることその他の住民の意見を反映

させるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

９ 市町村は、市町村子ども・子育て支援事業計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、都道府

県に協議しなければならない。 

１０ 市町村は、市町村子ども・子育て支援事業計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを都道府県

知事に提出しなければならない。 

 

  



次世代育成推進法（抜粋） 

 

(市町村行動計画) 

第８条 市町村は、行動計画策定指針に即して、五年ごとに、当該市町村の事務及び事業に関し、五年を一期と

して、地域における子育ての支援、母性並びに乳児及び幼児の健康の確保及び増進、子どもの心身の健やかな

成長に資する教育環境の整備、子どもを育成する家庭に適した良質な住宅及び良好な居住環境の確保、職業生

活と家庭生活との両立の推進その他の次世代育成支援対策の実施に関する計画(以下「市町村行動計画」とい

う。)を策定することができる。 

２ 市町村行動計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 次世代育成支援対策の実施により達成しようとする目標 

二 実施しようとする次世代育成支援対策の内容及びその実施時期 

３ 市町村は、市町村行動計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、住民の意見を反映させる

ために必要な措置を講ずるものとする。 

４ 市町村は、市町村行動計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、事業主、労働者その他の

関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

５ 市町村は、市町村行動計画を策定し、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、

都道府県に提出しなければならない。 

６ 市町村は、市町村行動計画を策定したときは、おおむね一年に一回、市町村行動計画に基づく措置の実施の

状況を公表するよう努めるものとする。 

７ 市町村は、市町村行動計画を策定したときは、定期的に、市町村行動計画に基づく措置の実施の状況に関す

る評価を行い、市町村行動計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更することその他の必要

な措置を講ずるよう努めなければならない。 

８ 市町村は、市町村行動計画の策定及び市町村行動計画に基づく措置の実施に関して特に必要があると認める

ときは、事業主その他の関係者に対して調査を実施するため必要な協力を求めることができる。 

 

 

母子及び父子並びに寡婦福祉法（抜粋） 

 (自立促進計画) 

第１２条 都道府県等は、基本方針に即し、次に掲げる事項を定める自立促進計画を策定し、又は変更しようと

するときは、法律の規定による計画であつて母子家庭等及び寡婦の福祉に関する事項を定めるものとの調和を

保つよう努めなければならない。 

一 当該都道府県等の区域における母子家庭等及び寡婦の家庭生活及び職業生活の動向に関する事項 

二 当該都道府県等の区域において母子家庭等及び寡婦の生活の安定と向上のため講じようとする施策の基本

となるべき事項 

三 福祉サービスの提供、職業能力の向上の支援その他母子家庭等及び寡婦の生活の安定と向上のために講ず

べき具体的な措置に関する事項 

四 前三号に掲げるもののほか、母子家庭等及び寡婦の生活の安定と向上のための措置に関する重要事項 

２ 都道府県等は、自立促進計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、母子家庭等及び寡婦の

置かれている環境、母子家庭等及び寡婦に対する福祉の措置の利用に関する母子家庭等及び寡婦の意向その他

の母子家庭等及び寡婦の事情を勘案するよう努めなければならない。 

３ 都道府県等は、自立促進計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、第七条各号に掲げる機

関、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第七十七条第一項又は第四項に規定する機関その他

の母子家庭等及び寡婦の福祉に関する事項を調査審議する合議制の機関の意見を聴くよう努めなければならな

い。 

４ 都道府県等は、自立促進計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、母子・父子福祉団体の

意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。 

５ 前項に定めるもののほか、都道府県等は、自立促進計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじ

め、インターネットの利用その他の厚生労働省令で定める方法により広く母子家庭等及び寡婦の意見を求める

ことその他の住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

 



(母子・父子自立支援員) 

第八条 都道府県知事、市長(特別区の区長を含む。)及び福祉事務所を管理する町村長(以下「都道府県知事等」

という。)は、社会的信望があり、かつ、次項に規定する職務を行うに必要な熱意と識見を持つている者のうち

から、母子・父子自立支援員を委嘱するものとする。 

２ 母子・父子自立支援員は、この法律の施行に関し、主として次の業務を行うものとする。 

一 配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの及び寡婦に対し、相談に応じ、その自立に必要な情報提供

及び指導を行うこと。 

二 配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの及び寡婦に対し、職業能力の向上及び求職活動に関する支

援を行うこと。 

３ 都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村(以下「都道府県等」という。)は、母子・父子自立支援員の研

修の実施その他の措置を講ずることにより、母子・父子自立支援員その他の母子家庭の母及び父子家庭の父並

びに寡婦の自立の支援に係る事務に従事する人材の確保及び資質の向上を図るよう努めるものとする。 

 

 

 

 

 

 


